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広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る 

異議申立てに関する決定案について 

 

 
１ 決定案の対象となる異議申立て 

異議申立人 付議番号 付議年月日 

個 人 

平成 19年付議第 24号 平成 19年 12月 12日 

平成 20年付議第１号 平成 20年２月６日 

平成 20年付議第２号 平成 20年２月６日 

平成 20年付議第５号 平成 20年６月 11日 

平成 20年付議第７号 平成 20年 10月８日 

平成 20年付議第 10号 平成 20年 12月 10日 

平成 20年付議第３号 平成 21年３月 11日 

短波放送受信者 95名 平成 20年付議第８号 平成 20年 12月 10日 

短波放送受信者 97名 平成 21年付議第１号 平成 21年１月 21日 

短波放送受信者 100名 平成 21年付議第４号 平成 21年３月 11日 

 

２ 異議申立ての概要 

・個人（平成 19年付議第 24号、平成 20年付議第１号及び第２号） 

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分の根拠となっている現行の技

術基準は、科学的に誤っており、隣家における漏洩電界強度を周囲雑音レ

ベル以下に抑制し得ない。従って、この技術基準を満たす広帯域電力線搬

送通信設備が一般家庭で使用された場合、隣家における短波放送の受信が

妨害を受け、放送を聴取する権利が侵害される。 

現行の技術基準に基づく広帯域電力線搬送通信設備は、無線通信等への

影響が少ないと判断される設備ではないので、そもそも型式指定すること

はできない。 

したがって、異議申立てに係る広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処

分の取消しを求める。 

 

・個人（平成 20年付議第５号、第７号、第 10号及び平成 21年付議第３号） 

本件型式指定処分の根拠となっている現行の技術基準は、策定時に重大

な事実誤認をしているため、漏洩電界強度について何ら有効な規制にはな

っていない。そのため隣家の短波放送受信設備による短波放送の受信が必

然的に妨害を受ける。 

   現行の技術基準に基づく広帯域電力線搬送通信設備は、無線通信等への
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影響が少ないと判断される設備ではないので、そもそも型式指定すること

はできない。 

   当該設備が一般家庭で使用された場合に、隣家における短波放送の受信 

設備が妨害を受けることは明らかであり、そのような有害な設備に型式の

指定を行ったことは誤りである。よって、当該設備の型式の指定の取消し

を求める。 

 

・短波放送受信者 95名、97名及び 100名 

異議申立てに係る広帯域電力線搬送通信設備が隣家で使用された場合、

短波帯で行われる放送を受信することを目的として開設している申立人ら

の無線設備が有害な混信を被る危険性が極めて高いことから、本件型式指

定処分を取り消すとの決定を求める。 

 

３ 議決された決定案の概要（議決された日：平成 21 年６月 10 日） 

上記１の異議申立ては、いずれも広帯域電力線搬送通信設備に係る型式指

定処分の名宛人ではない第三者からなされたものであり、その申立適格につ

いて審議した結果、異議申立人に法律上の利益がないため、却下する。 
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無線従事者規則の一部を改正する省令案について 

（平成２１年６月１０日 諮問第２３号） 

 

［無線従事者免許証のカード化に伴う制度整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （石田課長補佐、中島係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 

                         （小野寺検定試験官、稲見係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８７５ 
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諮問第２３号説明資料 

 

 

無線従事者規則の一部を改正する省令案について 

 

 

１ 諮問の概要 

 

 無線従事者免許証（以下、「免許証」という。）を、日本工業規格(JIS X6301)に

規定するサイズのプラスチックカード製に改めることで、耐久性と携帯性の更なる

向上を図るとともに、現在３種類ある無線従事者免許申請書（以下「申請書」とい

う。）を一種類に統一するほか、申請書に住民票コードを記載することで「氏名及

び生年月日を証する書類（住民票の写し等）」の添付が省略できる現行規定に加え、

申請者が既に他に無線従事者免許証等を保有している場合、当該免許証等の番号を

記載することでも添付の省略が可能となるよう、無線従事者規則の一部を改正する

ものである。 

 

 

２ 改正の概要 

 

(1) 申請書に添付する写真の大きさを統一する。（第 46条第 1項第 3号関係） 

(2)「氏名及び生年月日を証する書類」の添付が省略できる条件に、申請者が既に他

の免許証等を有する場合、当該免許証等の番号を申請書に記載することを追加する。

（第 46条第 2項関係） 

(3) 免許証様式改正により、氏名変更による免許証記載事項を訂正する場合、新たな

免許証を再交付する方法のみとなることから、訂正申請に係る規定を削除するとと

もに、関連規定を整備する。（第 48条及び第 49条並びに第 50条関係） 

(4) 申請書の様式を統一し、(1)及び(2)と合わせて申請者の負担軽減を図る。（別表

第 11号様式関係） 

(5) 免許証様式を改正することにより、携帯性と耐久性の向上を図り、免許保有者の

利便性の向上に資することとする。（別表第 13号様式関係） 

 

 

３ 施行期日等 

 

(1) 平成２２年４月１日施行予定 

(2) 改正無線従事者規則施行の日前に免許証の交付を受けている者が、氏名変更によ

る訂正が必要となった場合、現行規定による訂正申請が行えるよう、経過措置を設

ける。 
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3.9世代移動通信システムの導入のための 

特定基地局の開設に関する計画の認定について 

（平成２１年６月１０日 諮問第２４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （石田課長補佐、中島係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 

                         （瀬戸推進官、白壁係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８９３ 
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3.9世代移動通信システムの導入のための 

特定基地局の開設に関する計画の認定について 

 

１ 経 緯  

  3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針

（平成21年総務省告示第248号。以下「3.9世代開設指針」という。）に係る特

定基地局の開設に関する計画（以下｢開設計画｣という。）の認定の申請につい

ては、平成21年４月３日から同年５月７日までの間、申請を受け付けたとこ

ろ、次の者から認定の申請があった。 

・ イー・モバイル株式会社 

・ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

・ ソフトバンクモバイル株式会社 

・ ＫＤＤＩ株式会社 

・ 沖縄セルラー電話株式会社               （申請順） 

 

２ 認定に当たっての審査  

  開設計画の認定に当たっては、その申請が、電波法（昭和25年法律第131号。

以下｢法｣という。）第27条の13第４項各号のいずれにも適合していることにつ

いて審査することとされている。同項各号に規定する開設計画の認定の審査

基準は次のとおりである。 

(1) その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること（法第27条の13 

第４項第１号） 

(2) その開設計画が確実に実施される見込みがあること（法第27条の13第４

項第２号） 

(3)  開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数 

の割当てが可能であること（法第27条の13第４項第３号） 

   

このうち(1)については、3.9世代開設指針に基づき、次のとおり審査を行

うこととされている。 

 ① 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ3.9世代開設指針に係る開設

計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を１の申請とみなして、

3.9世代開設指針の規定を適用する。（3.9世代開設指針第５項第２号ただ

し書） 

諮問第 24号説明資料 
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② 開設計画の認定は、3.9世代開設指針第１項から第４項まで、第５項第

２号及び第３号(1)から(4)まで並びに別表第２に規定する要件をすべて

満たしている申請の数が１から４までの場合は当該申請に対してするも

のとし、５以上の場合はそれぞれの申請について別表第３の基準により

比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが高い４の

申請に対してするものとする。 

なお、当該認定に係る法第27条の13第３項の規定により公示された期

間内に提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付け

たものとして、同等に扱い審査を行う。（3.9世代開設指針第５項第３号） 

 

３ 審査結果  

  ２に基づき、申請のあった開設計画については、次のとおり審査を行った。 

(1) ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社については、地域ご

とに連携する者として申請しているため、１の者とみなすこととした。 

(2) これを踏まえ、イー・モバイル株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社及びＫＤＤＩ株式会社/沖縄セル

ラー電話株式会社の４の申請について、要件審査を行った。 

(3)  審査の結果は別紙２－１から２－４までのとおりであり、いずれの申

請についても法第27条の13第４項各号の規定に適合するものと認めら

れた。 

なお、要件を満たしている申請の数が４であることから、3.9世代開

設指針第５項第３号に基づく比較審査は行っていない。 

 

以上より、申請のあった全ての開設計画について、認定をすることとした

い。 

 



事業者
イー・モバイル
株式会社

株式会社

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ

株式会社

ＫＤＤＩ株式会社/
沖縄ｾﾙﾗｰ電話株式会社

希望周波数帯 1.7GHz帯/10MHz 1.5GHz帯/15MHz 1.5GHz帯/10MHz 1.5GHz帯/10MHz

世
代
等
の
導
入

採用技術
DC-HSDPA

LTE（5MHz,2×2MIMO）
LTE（15MHz,2×2MIMO）

DC-HSDPA
LTE（5MHz,2×2MIMO）

LTE（10MHz,2×2MIMO）

導入周波数帯
1.7GHz帯

（DC-HSDPA,LTE）
1.5GHz帯/2GHz帯

（LTE）
1.5GHz帯（DC-HSDPA）

2GHz帯（LTE）
800MHz帯/1.5GHz帯

（LTE）

運用開始時期 2010年9月 2010年7月 2011年1月 2011年11月

ｻｰﾋﾞｽ開始時期 2010年9月 2010年12月 2011年7月 2012年12月

エリア展開
（2014年度末）

6,388局 75.2% 20,700局 51.10％ 9,000局 60.63% 29,361局 96.5%

設備投資額
(2014年度末まで累計)

644億円 3,430億円 2,073億円 5,150億円

加入数見込み
（2014年度末）

295万加入 1,774万加入 541万加入 984万加入

採用方式
HSPA,DC-HSDPA

LTE LTE HSPA,DC-HSDPA LTE

運用開始時期 2010年1月 2012年5月 2009年12月 2011年11月

ｻｰﾋﾞｽ開始時期 2010年1月 2012年度第3四半期 2010年4月 2012年12月

エリア展開
（2014年度末）

6,676局 75.2% 5,700局 50.62% 10,000局 81.47% 6,361局 53.0%

設備投資額
(2014年度末まで累計)

660億円 1,151億円 2,100億円 1,315億円

申請のあった各社の開設計画の概要

3.9

1.5
GHz帯
／
1.7

GHz帯

別紙１

の
使
用
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審査結果 

  

 

審査項目 判定 審査概要 

開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。（電波法（以下「法」という。）第 

二十七条の十三第四項第一号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項（開設指針第一項） 

無線設備規則第49条の６の３、第49条

の６の４、第49条の６の５、第49条の

６の９又は第49条の６の11に規定する

技術基準に係る無線設備を使用する基

地局及び陸上移動中継局のうち、開設

指針第二項第一号に定める周波数を使

用するものであること。（開設指針第一

項） 

適 申請者が希望している特定基地局の

範囲は、無線設備規則第49条の６の４

（W-CDMA）、第49条の６の５（HSPA、

DC-HSDPA）及び第49条の６の９（LTE）

に規定する技術基準に係る無線設備を

使用する基地局のうち、1,844.9MHzを

超え1,854.9MHz以下の周波数を使用す

るものであることから、適当と認めら

れる。 

周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局 

に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項（開設指針第二項） 

特定基地局に使用させることとする周

波数は、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz

以下及び1,844.9MHzを超え1,854.9MHz

以下の周波数であること。（開設指針第

二項第一号） 

適 申請者が使用を希望している周波数

は、1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下

であることから、適当と認められる。 

上記周波数の使用区域が全国であるこ

と。ただし、次の(一)又は(二)に掲げ

る期間において、当該(一)又は(二)に

定める周波数を使用する場合には、総

務大臣が別に定める区域を除く。 

(一) 平成21年４月３日から平成22年

３月31日まで 1,477MHzを超え

1,487MHz以下又は1,491MHzを超え

1,510.9MHz以下の周波数 

(二) 平成22年４月１日から平成26年

３月31日まで 1,503.35MHzを超

え1,510.9MHz以下の周波数 

（開設指針第二項第二号） 

適 申請者が希望する周波数の使用区域

は、全国であることから、適当と認め

られる。 

当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項（開設指針第三項） 

別紙２－１ 

申請者 イー・モバイル株式会社 
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 開設計画の認定の日から５年以内に総

合通信局の管轄区域ごとのカバー率が

すべて100分の50以上になるように特

定基地局を配置すること。（開設指針第

三項） 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

とのカバー率が、平成26年６月までに

すべて100分の50以上となるように特

定基地局を配置することとしているこ

とから、適当と認められる。 

当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に

関する事項（開設指針第四項） 

小セル化、適応多値変調方式その他の

電波の能率的な利用を確保するための

技術を使用すること。（開設指針第四

項） 

適  申請者は、小セル化を実施すること

や、適応多値変調方式を用いることに

より周波数利用効率を向上させること

としていることから、適当と認められ

る。 

当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項（開設指針第五項） 

申請者が、本開設指針に係る二以上の

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号(一)） 

適 

 

 

 申請者は、本開設指針に係る二以上

の開設計画の認定の申請を行っていな

いことから、適当と認められる。 

 

申請者が、本開設指針に係る開設計画

の認定の申請を行っている法人又は団

体の役員（組合その他これに準ずる事

業体にあっては、役員に相当する者を

含む。）ではないこと。（開設指針第五

項第三号（二）） 

適 申請者は、本開設指針に係る開設計

画の認定の申請を行っている法人又は

団体の役員ではないことから、適当と

認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、その役員が本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号（三）） 

適 申請者の役員は、本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

ことから、適当と認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、申請者が議決権の３分の１以

上を保有する者、申請者の議決権の３

分の１以上を保有する者及び申請者の

議決権の３分の１以上を保有する者が

議決権の３分の１以上を保有する者

（申請者を除く。）（申請者と地域ごと

に連携する者を除く。）が、本開設指針

に係る開設計画の認定の申請を行って

いないこと。（開設指針第五項第三号

（四）） 

適  申請者が議決権の３分の１以上を保

有する者、申請者の議決権の３分の１

以上を保有する者及び申請者の議決権

の３分の１以上を保有する者が議決権

の３分の１以上を保有する者（申請者

を除く。）は、本開設指針に係る開設計

画の認定の申請を行っていないことか

ら、適当と認められる。 
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開設指針別表第二に規定する開設計画の認定の要件（開設指針別表第二） 

 開設計画の適切性及び計画実施の確実性 

広範な地域において電気通信役務の

提供を可能とするための合理的かつ

具体的な本開設指針の対象とする特

定基地局の整備計画を有しているこ

と。（開設指針別表第二第一号１） 

適  申請者は、平成22年１月に特定基地

局の運用を開始し、広範な地域におい

て、平成26年６月末までに特定基地局

を6,406局開設してカバー率を75.2％、

同年度末までに特定基地局を6,676局

開設してカバー率を75.2％とすること

を計画していることから、広範な地域

において電気通信役務の提供を可能と

するための合理的かつ具体的な特定基

地局の整備計画を有していると認めら

れる。 

開設計画に従って円滑に特定基地局

を整備するための能力を有している

こと。（開設指針別表第二第一号２） 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで

いる携帯電話事業において、基地局等

のベンダ選定、整備等の実績を有して

おり、また、今後の基地局等のベンダ

選定、整備等の合理的かつ具体的な計

画を有していることから、円滑に特定

基地局を整備するための能力を有して

いると認められる。 

・全国的な携帯電話事業を営んでおり、

当該携帯電話事業において基地局

等の全国的な整備の実績があるこ

と 

・運用開始の予定期日を見据えたLTE

等の導入計画を有しており、当該導

入計画に従い、現時点において

DC-HSDPAについては基地局及びコア

ネットワークのベンダを選定済であ

り、陸上移動局のベンダを選定中で

あるとともに、LTEについては基地

局、陸上移動局及びコアネットワー

クのベンダを選定中であること 

・中継回線は、既存の回線と大部分を

共有することにより構築することと

していること 

・設置場所は、既存の基地局への増設、



 

7 

併設等により確保することとしてい

ること 

・基地局の設置に当たっては、これま

でも住民との合意形成を実施してお

り、今後もこれまでの実績を活かし、

住民との合意形成を実施することと

していること 

・基地局整備に係る工事は、現在営ん

でいる携帯電話事業で実績のある工

事業者との関係を継続することとし

ていること 

電気通信設備の設置及び運用を円滑

に行うための技術的能力を有してい

ること。(開設指針別表第二第一号

３) 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで

いる携帯電話事業において技術的な検

討、実験、標準化の活動、技術要員の

確保等の実績を有しており、また、今

後の電気通信設備の設置及び運用の合

理的かつ具体的な計画を有しているこ

とから、電気通信設備の設置及び運用

を円滑に行うための技術的能力を有し

ていると認められる。 

・ 平成20年12月からLTEの実験を開始

するとともに、平成21年秋からの

DC-HSDPAの技術的評価を実施する具

体的な計画を有していること 

・ITU-Rや3GPPへ参画し、3.9世代移動

通信システムの標準化に寄与してい

ること 

・現在営んでいる携帯電話事業におい

て技術要員の確保の実績を有し、当

該技術要員を活用することとしてい

ること 

・電気通信主任技術者も現在営んでい

る携帯電話事業の要員を活用するこ

ととしていること 

特定基地局の運用による電気通信事

業を確実に開始し、かつ、継続的に

運営するために必要な財務的基礎を

有していること。(開設指針別表第二

第一号４) 

適 

 

 

 

申請者は、次のとおり、設備投資等

に対して必要な資金を確保するための

合理的かつ具体的な計画を有している

ことから、特定基地局の運用による電

気通信事業を確実に開始し、かつ、継



 

8 

続的に運営するために必要な財務的基

礎を有していると認められる。 

・特定基地局の整備に 660 億円の設備

投資（なお、DC-HSDPA及び LTE合計

で 644 億円の設備投資）を計画して

いること 

・合理的かつ具体的な計画に基づけば、

平成 21 年度に必要となる設備投資

資金等は確保可能となり、平成 22

年度に事業収支が単年度黒字化し、

その後の毎年度の事業収支は、黒字

となるとされていること 

・ 携帯電話事業に必要となる設備投資

資金等は、合理的かつ具体的な計画

に基づく事業収益により確保するこ

ととしていること 

・不測の事態に備えて、金融機関等か

らの融資等の意向の表明があること 

電気通信設備の保守及び管理体制並

びに障害時の対応体制を整備するこ

と。 (開設指針別表第二第一号５) 

 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業の保守及び管理体制並びに障害時

の対応体制を共通化することを計画し

ていることから、必要な対応体制が整

備されると認められる。 

関係法令の規定に基づき無線従事者

を適切に配置すること。（開設指針別

表第二第一号６） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において無線従事者を適切に配置

しており、その従事者を活用すること

としていることから、無線従事者を適

切に配置すると認められる。 

電波法、電気通信事業法その他の関

係法令を遵守するとともに利用者の

利益を確保して適切な方法により業

務を行う体制を整備すること。（開設

指針別表第二第一号７） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、法令遵守、個人情報保

護等に関する内部規程の策定や内部委

員会の設置を行っており、また、顧客

への対応について体制強化により対応

を向上させることを計画していること

から、関係法令を遵守するとともに利

用者の利益を確保して適切な方法によ

り業務を行う体制を整備すると認めら

れる。 

混信等の防止 
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既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための技術の導入について合

理的かつ具体的な計画を有している

こと。(開設指針別表第二第二号１） 

適 申請者は、3.9世代移動通信システム

に係る情報通信審議会の答申にのっと

り、サイトエンジニアリングの実施、

フィルタの挿入等により対応すること

を計画していることから、混信等を防

止するための技術の導入について合理

的かつ具体的な計画を有していると認

められる。 

既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための対策を適切に講ずるた

めの合理的かつ具体的な計画を有し

ていること。(開設指針別表第二第二

号２) 

適  申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、干渉調整フローに基づ

き、適切な干渉対策を講じており、今

後も事前協議を行った上で、対策を講

ずることを計画していることから、混

信等を防止するための対策を適切に講

ずるための合理的かつ具体的な計画を

有していると認められる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電波の能率的な利用の確保 

開設計画の認定の日から５年以内

に、総合通信局の管轄区域ごとの3.9

世代移動通信システム等のカバー率

がすべて100分の50以上になるよう

に3.9世代移動通信システム等の基

地局等を配置するための合理的かつ

具体的な計画を有していること。(開

設指針別表第二第三号１) 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

との3.9世代移動通信システム等のカ

バー率がすべて100分の50以上になる

ように、平成22年９月にDC-HSDPAの基

地局の運用を開始し、平成26年６月末

までにDC-HSDPA及びLTEの基地局を合

計で 6,118局開設してカバー率を

75.2％、同年度末までに当該基地局を

合計で6,388局開設してカバー率を

75.2％とする合理的かつ具体的な計画

を有していることから、適当と認めら

れる。 

申請者に係る第３世代移動通信シス

テムを使用する電気通信業務を行う

ことを目的とする無線局の周波数に

係る電波の能率的な利用を確保する

ための合理的かつ具体的な計画を有

していること（開設指針第四項及び

別表第二第三号１に掲げる事項を除

く。）。(開設指針別表第二第三号２) 

適 申請者は、小セル化の実施等により

電波の能率的な利用に努めるととも

に、既存の携帯電話事業に係る基地局

の増設について具体的な計画を有して

いることから、電波の能率的な利用を

確保するための合理的かつ具体的な計

画を有していると認められる。 

電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与  
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第３世代移動通信システムに係る電

気通信業務を行うことを目的とする

無線局の免許又は開設計画の認定を

受けていない電気通信事業者による

第３世代移動通信システムの利用を

促進するための合理的かつ具体的な

計画を有していること。(開設指針別

表第二第四号１) 

適 申請者は、現在営んでいる第３世代

移動通信システムに係る電気通信業務

において MVNO のための受付窓口の設

置や卸標準プランの公開の実績を有し

ている。また、DC-HSDPAや LTEについ

ても標準プランを公開するとともに、

技術条件や提供条件等も公開し、自社

サービスと同時期に MVNO がサービス

を提供できるように取り組むこと等を

計画していることから、MVNOによる第

３世代移動通信システムの利用を促進

するための合理的かつ具体的な計画を

有していると認められる。 

別表第二第四号１のほか、特定基地

局を開設して電気通信事業を行うこ

とが、電気通信事業の健全な発達と

円滑な運営に寄与すること。(開設指

針別表第二第四号２) 

適  申請者は、モバイルブロードバンド

サービスによる伝送速度の大幅な高速

化を計画していること等から、特定基

地局を開設して電気通信事業を行うこ

とが、電気通信事業の健全な発達と円

滑な運営に寄与すると認められる。 

開設計画が確実に実施される見込みがあ 

ること（法第二十七条の十三第四項第二 

号） 

適  基地局の整備、資金の調達、体制の

整備等に係る計画の合理性、具体性等

から、開設計画が確実に実施される見

込みがあると認められる。 

開設計画に係る通信系に含まれるすべて 

の特定基地局について、周波数の割当て 

が可能であること（法第二十七条の十三 

第四項第三号） 

適  申請者が周波数の使用を希望してい

る区域内において、現在、1,844.9MHz

を超え 1,854.9MHz 以下の周波数を使

用して開設している無線局はなく、周

波数の割当ては可能であると認められ

る。 
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審査結果 

  

 

審査項目 判定 審査概要 

開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。（電波法（以下「法」という。）第

二十七条の十三第四項第一号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項（開設指針第一項） 

無線設備規則第49条の６の３、第49条

の６の４、第49条の６の５、第49条の

６の９又は第49条の６の11に規定する

技術基準に係る無線設備を使用する基

地局及び陸上移動中継局のうち、開設

指針第二項一号に定める周波数を使用

するものであること。（開設指針第一

項） 

適 申請者が希望している特定基地局の

範囲は、無線設備規則第49条の６の９

(LTE)に規定する技術基準に係る無線

設備を使用する基地局のうち、

1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下の周

波数を使用するものであることから、

適当と認められる。 

周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局 

に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項（開設指針第二項） 

特定基地局に使用させることとする周

波数は、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz

以下及び1,844.9MHzを超え1,854.9MHz

以下の周波数であること。（開設指針第

二項第一号） 

適 申請者が使用を希望している周波数

は、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下

であることから、適当と認められる。 

上記周波数の使用区域が全国であるこ

と。ただし、次の(一)又は(二)に掲げ

る期間において、当該(一)又は(二)に

定める周波数を使用する場合には、総

務大臣が別に定める区域を除く。 

(一) 平成21年４月３日から平成22年

３月31日まで 1,477MHzを超え

1,487MHz以下又は1,491MHzを超え

1,510.9MHz以下の周波数 

(二) 平成22年４月１日から平成26年

３月31日まで 1,503.35MHzを超

え1,510.9MHz以下の周波数 

（開設指針第二項第二号） 

適 申請者が希望する周波数の使用区域

は、全国（平成26年３月31日までの間

は、1,500.9MHzを超え1,510.9MHzの周

波数を使用する場合には、東北総合通

信局、信越総合通信局、北陸総合通信

局、四国総合通信局及び沖縄総合通信

事務所の管轄区域に限る。）であること

から、適当と認められる。 

当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項（開設指針第三項） 

別紙２－２ 

申請者 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
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開設計画の認定の日から５年以内に総

合通信局の管轄区域ごとのカバー率が

すべて100分の50以上になるように特

定基地局を配置すること。（開設指針第

三項） 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

とのカバー率が、すべて100分の50以上

となるように平成26年６月までに特定

基地局を配置することとしていること

から、適当と認められる。 

当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に

関する事項（開設指針第四項） 

小セル化、適応多値変調方式その他の

電波の能率的な利用を確保するための

技術を使用すること。（開設指針第四

項） 

適  申請者は、小セル化を実施すること

や、適応多値変調方式を用いることに

より周波数利用効率を向上させること

としていることから、適当と認められ

る。 

当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項（開設指針第五項） 

申請者が、本開設指針に係る二以上の

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号(一)） 

適 

 

 

 申請者は、本開設指針に係る二以上

の開設計画の認定の申請を行っていな

いことから、適当と認められる。 

 

申請者が、本開設指針に係る開設計画

の認定の申請を行っている法人又は団

体の役員（組合その他これに準ずる事

業体にあっては、役員に相当する者を

含む。）ではないこと。（開設指針第五

項第三号（二）） 

適 申請者は、本開設指針に係る開設計

画の認定の申請を行っている法人又は

団体の役員ではないことから、適当と

認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、その役員が本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号（三）） 

適 申請者の役員は、本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

ことから、適当と認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、申請者が議決権の３分の１以

上を保有する者、申請者の議決権の３

分の１以上を保有する者及び申請者の

議決権の３分の１以上を保有する者が

議決権の３分の１以上を保有する者

（申請者を除く。）（申請者と地域ごと

に連携する者を除く。）が、本開設指針

に係る開設計画の認定の申請を行って

いないこと。（開設指針第五項第三号

（四）） 

適  申請者が議決権の３分の１以上を保

有する者、申請者の議決権の３分の１

以上を保有する者及び申請者の議決権

の３分の１以上を保有する者が議決権

の３分の１以上を保有する者（申請者

を除く。）は、本開設指針に係る開設計

画の認定の申請を行っていないことか

ら、適当と認められる。 
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開設指針別表第二に規定する開設計画の認定の要件（開設指針別表第二） 

 開設計画の適切性及び計画実施の確実性 

広範な地域において電気通信役務の

提供を可能とするための合理的かつ

具体的な本開設指針の対象とする特

定基地局の整備計画を有しているこ

と。（開設指針別表第二第一号１） 

適  申請者は、平成24年５月に特定基地

局の運用を開始し、広範な地域におい

て、平成26年６月末までに特定基地局

を 1,812 局 開 設 し て カ バ ー 率 を

50.62％、同年度末までに特定基地局を

5,700局開設してカバー率を50.62％と

することを計画していることから、広

範な地域において電気通信役務の提供

を可能とするための合理的かつ具体的

な特定基地局の整備計画を有している

と認められる。 

開設計画に従って円滑に特定基地局

を整備するための能力を有している

こと。（開設指針別表第二第一号２） 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで

いる携帯電話事業において、基地局等

のベンダ選定、整備等の実績を有して

おり、また、今後の基地局等のベンダ

選定、整備等の合理的かつ具体的な計

画を有していることから、円滑に特定

基地局を整備するための能力を有して

いると認められる。 

・全国的な携帯電話事業を営んでおり、

当該携帯電話事業において基地局等

の全国的な整備の実績があること 

・運用開始の予定期日を見据えたLTE

の導入計画を有しており、当該導入

計画に従い、現時点においてLTEの基

地局及び陸上移動局のベンダを選定

し開発中であるとともに、コアネッ

トワークについてもベンダを選定し

検証中であること 

・中継回線は、新設や既存の回線との

共用により構築することとしている

こと 

・設置場所は、既存の基地局への併設、

平成24年３月31日に終了する第２世

代携帯電話の基地局の跡地の活用等

により確保することとしていること 
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・基地局の設置に当たっては、これま

でも住民との合意形成を実施してお

り、今後もこれまでの実績を活かし、

住民との合意形成を実施することと

していること 

・基地局整備に係る工事は、現在営ん

でいる携帯電話事業で実績のある工

事業者との関係を継続することとし

ていること 

電気通信設備の設置及び運用を円滑

に行うための技術的能力を有してい

ること。(開設指針別表第二第一号

３) 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで 

いる携帯電話事業において技術的な検

討、実験、標準化の活動、技術要員の

確保等の実績を有しており、また、今

後の電気通信設備の設置及び運用の合

理的かつ具体的な計画を有しているこ

とから、電気通信設備の設置及び運用

を円滑に行うための技術的能力を有し

ていると認められる。 

・平成19年７月からLTEの実験を開始し

ていること 

・ITU-Rや3GPPへ参画し、3.9世代移動

通信システムの標準化に寄与してい

ること 

・現在営んでいる携帯電話事業におい

て技術要員の確保の実績を有し、当

該技術要員を活用することとしてい

ること 

・電気通信主任技術者も現在営んでい

る携帯電話事業の要員を活用するこ

ととしていること 

特定基地局の運用による電気通信事

業を確実に開始し、かつ、継続的に

運営するために必要な財務的基礎を

有していること。(開設指針別表第二

第一号４) 

適 

 

 

 

申請者は、次のとおり、設備投資等

に対して必要な資金を確保するための

合理的かつ具体的な計画を有している

ことから、特定基地局の運用による電

気通信事業を確実に開始し、かつ、継

続的に運営するために必要な財務的基

礎を有していると認められる。 

・特定基地局の整備に 1,151 億円の設
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備投資（なお、LTEは 1.5GHz帯及び

2GHz 帯合計で 3,430 億円の設備投

資）を計画していること 

・毎年度の事業収支は、合理的かつ具

体的な計画に基づき、黒字となると

されていること 

・携帯電話事業に必要となる設備投資

資金等は、合理的かつ具体的な計画

に基づく事業収益により確保するこ

ととしていること 

電気通信設備の保守及び管理体制並

びに障害時の対応体制を整備するこ

と。 (開設指針別表第二第一号５) 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業の保守及び管理体制並びに障害時

の対応体制を活用し、また、第２世代

携帯電話事業の終了後の稼働減少分を

考慮し現状の規模を維持することを計

画していることから、必要な対応体制

が整備されると認められる。 

関係法令の規定に基づき無線従事者

を適切に配置すること。（開設指針別

表第二第一号６） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において無線従事者を適切に配置

しており、第２世代携帯電話事業の終

了後の稼働減少分を考慮し現状の規模

を維持することとしていることから、

無線従事者を適切に配置すると認めら

れる。 

電波法、電気通信事業法その他の関

係法令を遵守するとともに利用者の

利益を確保して適切な方法により業

務を行う体制を整備すること。（開設

指針別表第二第一号７） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、法令遵守、個人情報保

護等に関する内部規程の策定や内部委

員会・担当部門の設置を行っており、

また、現状の顧客への対応体制により

対応することを計画していることか

ら、関係法令を遵守するとともに利用

者の利益を確保して適切な方法により

業務を行う体制を整備すると認められ

る。 

混信等の防止 
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既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための技術の導入について合

理的かつ具体的な計画を有している

こと。(開設指針別表第二第二号１） 

適 申請者は、3.9世代移動通信システム

に係る情報通信審議会の答申にのっと

り、サイトエンジニアリングの実施、

フィルタの挿入等により対応すること

を計画していることから、混信等を防

止するための技術の導入について合理

的かつ具体的な計画を有していると認

められる。 

既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための対策を適切に講ずるた

めの合理的かつ具体的な計画を有し

ていること。(開設指針別表第二第二

号２) 

適  申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、干渉調整フローに基づ

き、適切な干渉対策を講じており、今

後も事前協議を行った上で、対策を講

ずることを計画していることから、混

信等を防止するための対策を適切に講

ずるための合理的かつ具体的な計画を

有していると認められる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電波の能率的な利用の確保 

開設計画の認定の日から５年以内

に、総合通信局の管轄区域ごとの3.9

世代移動通信システム等のカバー率

がすべて100分の50以上になるよう

に3.9世代移動通信システム等の基

地局等を配置するための合理的かつ

具体的な計画を有していること。(開

設指針別表第二第三号１) 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

との3.9世代移動通信システム等のカ

バー率がすべて100分の50以上になる

ように、平成22年７月にLTEの基地局の

運用を開始し、平成26年６月末までに

当該基地局を12,253局開設してカバー

率を50.62％、同年度末までに当該基地

局を 20,700局開設してカバー率を

51.10％とする合理的かつ具体的な計

画を有していることから、適当と認め

られる。 

申請者に係る第３世代移動通信シス

テムを使用する電気通信業務を行う

ことを目的とする無線局の周波数に

係る電波の能率的な利用を確保する

ための合理的かつ具体的な計画を有

していること（開設指針第四項及び

別表第二第三号１に掲げる事項を除

く。）。(開設指針別表第二第三号２) 

適 申請者は、小セル化の実施等により

電波の能率的な利用に努めるととも

に、既存の携帯電話事業に係る基地局

等の増設について具体的な計画を有し

ていることから、電波の能率的な利用

を確保するための合理的かつ具体的な

計画を有していると認められる。 

電気通信事業の健全な発達と円滑な運用への寄与  
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第３世代移動通信システムに係る電

気通信業務を行うことを目的とする

無線局の免許又は開設計画の認定を

受けていない電気通信事業者による

第３世代移動通信システムの利用を

促進するための合理的かつ具体的な

計画を有していること。(開設指針別

表第二第四号１) 

適 申請者は、現在営んでいる第３世代

移動通信システムに係る電気通信業務

において MVNO のための一元的な窓口

の開設や卸契約約款の公開、相互接続

についての接続約款等の公表の実績を

有している。また、LTE についても窓

口の開設、料金プランや申込手続、接

続インタフェース条件の公表を進め、

自社サービスと同時期に MVNO がサー

ビスを提供できるようにすること等を

計画していることから、MVNOによる第

３世代移動通信システムの利用を促進

するための合理的かつ具体的な計画を

有していると認められる。 

別表第二第四号１のほか、特定基地

局を開設して電気通信事業を行うこ

とが、電気通信事業の健全な発達と

円滑な運営に寄与すること。(開設指

針別表第二第四号２) 

適  申請者は、高速かつ低遅延のモバイ

ルネットワークの特長を生かした新た

なサービスを提供する計画や災害時に

おける対応計画を有していること等   

から、特定基地局を開設して電気通信

事業を行うことが、電気通信事業の健

全な発達と円滑な運営に寄与すると認

められる。 

開設計画が確実に実施される見込みがあ 

ること（法第二十七条の十三第四項第二 

号） 

適  基地局の整備、資金の調達、体制の

整備等に係る計画の合理性、具体性等

から、開設計画が確実に実施される見

込みがあると認められる。 

開設計画に係る通信系に含まれるすべて 

の特定基地局について、周波数の割当て 

が可能であること（法第二十七条の十三 

第四項第三号） 

適  申請者が周波数の使用を希望してい

る区域内や運用開始の予定期日以降に

おいて、1,475.9MHzを超え 1,510.9MHz

以下の周波数を使用して開設する無線

局はなく、周波数の割当ては可能であ

ると認められる。 
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審査結果 

  

 

審査項目 判定 審査概要 

開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。（電波法（以下「法」という。）第

二十七条の十三第四項第一号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項（開設指針第一項） 

無線設備規則第49条の６の３、第49条

の６の４、第49条の６の５、第49条の

６の９又は第49条の６の11に規定する

技術基準に係る無線設備を使用する基

地局及び陸上移動中継局のうち、開設

指針第二項第一号に定める周波数を使

用するものであること。（開設指針第一

項） 

適 申請者が希望している特定基地局の

範囲は、無線設備規則第49条の６の４

（W-CDMA）及び第49条の６の５（HSPA、

DC-HSDPA）に規定する技術基準に係る

無線設備を使用する基地局のうち、

1,475.9MHzを超え1,485.9MHz以下又は

1,485.9MHzを超え1,495.9MHz以下の周

波数を使用するものであることから、

適当と認められる。 

周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局 

に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項（開設指針第二項） 

特定基地局に使用させることとする周

波数は、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz

以下及び1,844.9MHzを超え1,854.9MHz

以下の周波数であること。（開設指針第

二項第一号） 

適 申請者が使用を希望している周波数

は、1,475.9MHzを超え1,485.9MHz以下

又は1,485.9MHzを超え1,495.9MHz以下

であることから、適当と認められる。 

上記周波数の使用区域が全国であるこ

と。ただし、次の(一)又は(二)に掲げ

る期間において、当該(一)又は(二)に

定める周波数を使用する場合には、総

務大臣が別に定める区域を除く。 

(一) 平成21年４月３日から平成22年

３月31日まで 1,477MHzを超え

1,487MHz以下又は1,491MHzを超え

1,510.9MHz以下の周波数 

(二) 平成22年４月１日から平成26年

３月31日まで 1,503.35MHzを超

え1,510.9MHz以下の周波数 

（開設指針第二項第二号） 

適 申請者が希望する周波数の使用区域

は、全国（平成22年３月31日までの間

は、関東総合通信局の管轄区域に限

る。）であることから、適当と認められ

る。 

当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項（開設指針第三項） 

別紙２－３ 

申請者 ソフトバンクモバイル株式会社 
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 開設計画の認定の日から５年以内に総

合通信局の管轄区域ごとのカバー率が

すべて100分の50以上になるように特

定基地局を配置すること。（開設指針第

三項） 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

とのカバー率が、平成26年６月までに

すべて100分の50以上となるように特

定基地局を配置することとしているこ

とから、適当と認められる。 

当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に

関する事項（開設指針第四項） 

小セル化、適応多値変調方式その他の

電波の能率的な利用を確保するための

技術を使用すること。（開設指針第四

項） 

適  申請者は、小セル化を実施すること

や、適応多値変調方式を用いることに

より周波数利用効率を向上させること

としていることから、適当と認められ

る。 

当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項（開設指針第五項） 

申請者が、本開設指針に係る二以上の

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号(一)） 

適 

 

 

 申請者は、本開設指針に係る二以上

の開設計画の認定の申請を行っていな

いことから、適当と認められる。 

 

申請者が、本開設指針に係る開設計画

の認定の申請を行っている法人又は団

体の役員（組合その他これに準ずる事

業体にあっては、役員に相当する者を

含む。）ではないこと。（開設指針第五

項第三号（二）） 

適 申請者は、本開設指針に係る開設計

画の認定の申請を行っている法人又は

団体の役員ではないことから、適当と

認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、その役員が本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号（三）） 

適 申請者の役員は、本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

ことから、適当と認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、申請者が議決権の３分の１以

上を保有する者、申請者の議決権の３

分の１以上を保有する者及び申請者の

議決権の３分の１以上を保有する者が

議決権の３分の１以上を保有する者

（申請者を除く。）（申請者と地域ごと

に連携する者を除く。）が、本開設指針

に係る開設計画の認定の申請を行って

いないこと。（開設指針第五項第三号

（四）） 

適  申請者が議決権の３分の１以上を保

有する者、申請者の議決権の３分の１

以上を保有する者及び申請者の議決権

の３分の１以上を保有する者が議決権

の３分の１以上を保有する者（申請者

を除く。）は、本開設指針に係る開設計

画の認定の申請を行っていないことか

ら、適当と認められる。 
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開設指針別表第二に規定する開設計画の認定の要件（開設指針別表第二） 

 開設計画の適切性及び計画実施の確実性 

広範な地域において電気通信役務の

提供を可能とするための合理的かつ

具体的な本開設指針の対象とする特

定基地局の整備計画を有しているこ

と。（開設指針別表第二第一号１） 

適  申請者は、平成21年12月に特定基地

局の運用を開始し、広範な地域におい

て、平成26年６月末までに特定基地局

を 7,850 局 開 設 し て カ バ ー 率 を

67.12％、同年度末までに特定基地局を

10,000局開設してカバー率を81.47％

とすることを計画していることから、

広範な地域において電気通信役務の提

供を可能とするための合理的かつ具体

的な特定基地局の整備計画を有してい

ると認められる。 

開設計画に従って円滑に特定基地局

を整備するための能力を有している

こと。（開設指針別表第二第一号２） 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで

いる携帯電話事業において、基地局等

のベンダ選定、整備等の実績を有して

おり、また、今後の基地局等のベンダ

選定、整備等の合理的かつ具体的な計

画を有していることから、円滑に特定

基地局を整備するための能力を有して

いると認められる。 

・全国的な携帯電話事業を営んでおり、

当該携帯電話事業において基地局等

の全国的な整備の実績があること 

・運用開始の予定期日を見据えた

DC-HSDPA等の導入計画を有してお

り、当該導入計画に従い、現時点に

おいてDC-HSDPAについては基地局の

ベンダを選定して設備の発注を計画

中であるとともに、陸上移動局は試

作機で実験中であり、LTEについては

基地局、陸上移動局及びコアネット

ワークのベンダの選定を計画中であ

ること 

・中継回線は、既存の回線との共用に

より構築することとしていること 

・設置場所は、平成22年３月31日に終

了する第２世代携帯電話の基地局の

跡地の活用等により確保することと
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していること 

・基地局の設置に当たっては、これま

でも住民との合意形成を実施してお

り、今後もこれまでの実績を活かし、

住民との合意形成を実施することと

している 

・基地局整備に係る工事は、現在営ん

でいる携帯電話事業で実績のある工

事業者との関係を継続することとし

ていること 

電気通信設備の設置及び運用を円滑

に行うための技術的能力を有してい

ること。(開設指針別表第二第一号

３) 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで

いる携帯電話事業において技術的な検

討、実験、標準化の活動、技術要員の

確保等の実績を有しており、また、今

後の電気通信設備の設置及び運用の合

理的かつ具体的な計画を有しているこ

とから、電気通信設備の設置及び運用

を円滑に行うための技術的能力を有し

ていると認められる。 

・平成21年２月からLTEの実験を開始す

るとともに、DC-HSDPAのエリア設計

シミュレーションを実施済であるこ

と 

・ITU-Rや3GPPへ参画し、3.9世代移動

通信システムの標準化に寄与してい

ること 

・現在営んでいる携帯電話事業におい

て技術要員の確保の実績を有し、当

該技術要員を活用するとともに、第

２世代携帯電話事業に係る技術要員

も活用することとしていること 

・電気通信主任技術者も現在営んでい

る携帯電話事業の要員を活用するこ

ととしていること 

特定基地局の運用による電気通信事

業を確実に開始し、かつ、継続的に

運営するために必要な財務的基礎を

有していること。(開設指針別表第二

第一号４) 

適 

 

 

 

申請者は、次のとおり、設備投資等

に対して必要な資金を確保するための

合理的かつ具体的な計画を有している

ことから、特定基地局の運用による電

気通信事業を確実に開始し、かつ、継
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続的に運営するために必要な財務的基

礎を有していると認められる。 

・特定基地局の整備に 2,100 億円の設

備投資（なお、DC-HSDPA及び LTE合

計で 2,073 億円の設備投資）を計画

していること 

・毎年度の事業収支は、合理的かつ具

体的な計画に基づき、黒字となると

されていること 

・携帯電話事業に必要となる設備投資

資金等は、合理的かつ具体的な計画

に基づく事業収益により確保するこ

ととしていること 

電気通信設備の保守及び管理体制並

びに障害時の対応体制を整備するこ

と。(開設指針別表第二第一号５) 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業の保守及び管理体制並びに障害時

の対応体制を活用し、また、第２世代

携帯電話事業の終了後は当該携帯電話

事業に係る体制も使用することを計画

していることから、必要な対応体制が

整備されると認められる。 

関係法令の規定に基づき無線従事者

を適切に配置すること。（開設指針別

表第二第一号６） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において無線従事者を適切に配置

しており、その従事者を活用すること

としていることから、無線従事者を適

切に配置すると認められる。 

電波法、電気通信事業法その他の関

係法令を遵守するとともに利用者の

利益を確保して適切な方法により業

務を行う体制を整備すること。（開設

指針別表第二第一号７） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、法令遵守、個人情報保

護等に関する内部規程の策定を行って

おり、また、顧客への対応について既

存の体制を活用することを計画してい

ることから、関係法令を遵守するとと

もに利用者の利益を確保して適切な方

法により業務を行う体制を整備すると

認められる。 

混信等の防止 

既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための技術の導入について合

理的かつ具体的な計画を有している

適 申請者は、3.9世代移動通信システム

に係る情報通信審議会の答申にのっと

り、サイトエンジニアリングの実施、

フィルタの挿入等により対応すること
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こと。(開設指針別表第二第二号１） を計画していることから、混信等を防

止するための技術の導入について合理

的かつ具体的な計画を有していると認

められる。 

既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための対策を適切に講ずるた

めの合理的かつ具体的な計画を有し

ていること。(開設指針別表第二第二

号２) 

適  申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、干渉調整フローに基づ

き、適切な干渉対策を講じており、今

後も事前協議を行った上で、対策を講

ずることを計画していることから、混

信等を防止するための対策を適切に講

ずるための合理的かつ具体的な計画を

有していると認められる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電波の能率的な利用の確保 

開設計画の認定の日から５年以内

に、総合通信局の管轄区域ごとの3.9

世代移動通信システム等のカバー率

がすべて100分の50以上になるよう

に3.9世代移動通信システム等の基

地局等を配置するための合理的かつ

具体的な計画を有していること。(開

設指針別表第二第三号１) 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

との3.9世代移動通信システム等のカ

バー率がすべて100分の50以上になる

ように、平成23年１月にDC-HSDPAの基

地局の運用を開始し、平成26年６月末

までにDC-HSDPA及びLTEの基地局を合

計で 7,900局開設してカバー率を

60.63％、同年度末までに当該基地局を

合計で9,000局開設してカバー率を

60.63％とする合理的かつ具体的な計

画を有していることから、適当と認め

られる。 

申請者に係る第３世代移動通信シス

テムを使用する電気通信業務を行う

ことを目的とする無線局の周波数に

係る電波の能率的な利用を確保する

ための合理的かつ具体的な計画を有

していること（開設指針第四項及び

別表第二第三号１に掲げる事項を除

く。）。(開設指針別表第二第三号２) 

適 申請者は、小セル化の実施等により

電波の能率的な利用に努めるととも

に、既存の携帯電話事業に係る基地局

等の増設について具体的な計画を有し

ていることから、電波の能率的な利用

を確保するための合理的かつ具体的な

計画を有していると認められる。 

電気通信事業の健全な発達と円滑な運用への寄与 
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第３世代移動通信システムに係る電

気通信業務を行うことを目的とする

無線局の免許又は開設計画の認定を

受けていない電気通信事業者による

第３世代移動通信システムの利用を

促進するための合理的かつ具体的な

計画を有していること。(開設指針別

表第二第四号１) 

適 申請者は、現在営んでいる第３世代

移動通信システムに係る電気通信業務

において MVNO のための専門の窓口の

公開や卸標準プランの公開の実績を有

している。また、DC-HSDPAや LTEにつ

いても現在公開している卸標準プラン

を用いて MVNO への提供を行うこと等

を計画していることから、MVNOによる

第３世代移動通信システムの利用を促

進するための合理的かつ具体的な計画

を有していると認められる。 

別表第二第四号１のほか、特定基地

局を開設して電気通信事業を行うこ

とが、電気通信事業の健全な発達と

円滑な運営に寄与すること。(開設指

針別表第二第四号２) 

適  申請者は、伝送速度の高速化を早期

に実現することを計画していること等

から、特定基地局を開設して電気通信

事業を行うことが、電気通信事業の健

全な発達と円滑な運営に寄与すると認

められる。 

開設計画が確実に実施される見込みがあ

ること（法第二十七条の十三第四項第二

号） 

適  基地局の整備、資金の調達、体制の

整備等に係る計画の合理性、具体性等

から、開設計画が確実に実施される見

込みがあると認められる。 

開設計画に係る通信系に含まれるすべて

の特定基地局について、周波数の割当て

が可能であること（法第二十七条の十三

第四項第三号） 

適  申請者が周波数の使用を希望してい

る区域内や運用開始の予定期日以降に

おいて、1,475.9MHzを超え 1,485.9MHz

以 下 又 は 1,485.9MHz を 超 え

1,495.9MHz以下の周波数を使用して開

設する無線局はなく、周波数の割当て

は可能であると認められる。 
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審査結果 

  

 

審査項目 判定 審査概要 

開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。（電波法（以下「法」という。）第

二十七条の十三第四項第一号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項（開設指針第一項） 

無線設備規則第49条の６の３、第49条

の６の４、第49条の６の５、第49条の

６の９又は第49条の６の11に規定する

技術基準に係る無線設備を使用する基

地局及び陸上移動中継局のうち、開設

指針第二項第一号に定める周波数を使

用するものであること。（開設指針第一

項） 

適 申請者が希望している特定基地局の

範囲は、無線設備規則第49条の６の９

（LTE）に規定する技術基準に係る無線

設備を使用する基地局のうち、

1,475.9MHzを超え1,485.9MHz以下又は

1,485.9MHzを超え1,495.9MHz以下の周

波数を使用するものであることから、

適当と認められる。 

周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局 

に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項（開設指針第二項） 

特定基地局に使用させることとする周

波数は、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz

以及び1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以

下の周波数であること。（開設指針第二

項第一号） 

適 申請者が使用を希望している周波数

は、1,475.9MHzを超え1,485.9MHz以下

又は1,485.9MHzを超え1,495.9MHz以下

であることから、適当と認められる。 

上記周波数の使用区域が全国であるこ

と。ただし、次の(一)又は(二)に掲げ

る期間において、当該(一)又は(二)に

定める周波数を使用する場合には、総

務大臣が別に定める区域を除く。 

(一) 平成21年４月３日から平成22年

３月31日まで 1,477MHzを超え

1,487MHz以下又は1,491MHzを超え

1,510.9MHz以下の周波数 

(二) 平成22年４月１日から平成26年

３月31日まで 1,503.35MHzを超

え1,510.9MHz以下の周波数 

（開設指針第二項第二号） 

適 申請者が希望する周波数の使用区域

は、全国（平成24年３月31日までの間

は、関東総合通信局の管轄区域に限

る。）であることから、適当と認められ

る。 

当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項（開設指針第三項） 

別紙２－４ 

申請者 ＫＤＤＩ株式会社/沖縄セルラー電話株式会社 
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開設計画の認定の日から５年以内に総

合通信局の管轄区域ごとのカバー率が

すべて100分の50以上になるように特

定基地局を配置すること。（開設指針第

三項） 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

とのカバー率が、平成26年６月までに

すべて100分の50以上となるように特

定基地局を配置することとしているこ

とから、適当と認められる。 

当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に

関する事項（開設指針第四項） 

小セル化、適応多値変調方式その他の

電波の能率的な利用を確保するための

技術を使用すること。（開設指針第四

項） 

適  申請者は、小セル化を実施すること

や、適応多値変調方式を用いることに

より周波数利用効率を向上させること

としていることから、適当と認められ

る。 

当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項（開設指針第五項） 

申請者が、本開設指針に係る二以上の

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号(一)） 

適 

 

 

 申請者は、本開設指針に係る二以上

の開設計画の認定の申請を行っていな

いことから、適当と認められる。 

 

申請者が、本開設指針に係る開設計画

の認定の申請を行っている法人又は団

体の役員（組合その他これに準ずる事

業体にあっては、役員に相当する者を

含む。）ではないこと。（開設指針第五

項第三号（二）） 

適 申請者は、本開設指針に係る開設計

画の認定の申請を行っている法人又は

団体の役員ではないことから、適当と

認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、その役員が本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

こと。（開設指針第五項第三号（三）） 

適 申請者の役員は、本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

ことから、適当と認められる。 

申請者が法人又は団体である場合にあ

っては、申請者が議決権の３分の１以

上を保有する者、申請者の議決権の３

分の１以上を保有する者及び申請者の

議決権の３分の１以上を保有する者が

議決権の３分の１以上を保有する者

（申請者を除く。）（申請者と地域ごと

に連携する者を除く。）が、本開設指針

に係る開設計画の認定の申請を行って

いないこと。（開設指針第五項第三号

（四）） 

適  申請者は地域ごとに連携する者であ

り、申請者が議決権の３分の１以上を

保有する者、申請者の議決権の３分の

１以上を保有する者及び申請者の議決

権の３分の１以上を保有する者が議決

権の３分の１以上を保有する者（申請

者を除く。）（申請者と地域ごとに連携

する者を除く。）は、本開設指針に係る

開設計画の認定の申請を行っていない

ことから、適当と認められる。 
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開設指針別表第二に規定する開設計画の認定の要件（開設指針別表第二） 

 開設計画の適切性及び計画実施の確実性 

広範な地域において電気通信役務の

提供を可能とするための合理的かつ

具体的な本開設指針の対象とする特

定基地局の整備計画を有しているこ

と。（開設指針別表第二第一号１） 

適  申請者は、平成23年11月にLTEの特定

基地局の運用を開始し、広範な地域に

おいて、平成26年６月末までに当該特

定基地局を6,361局開設してカバー率

を53.0％（同年度末においても同数）

とすることを計画していることから、

広範な地域において電気通信役務の提

供を可能とするための合理的かつ具体

的な特定基地局の整備計画を有してい

ると認められる。 

開設計画に従って円滑に特定基地局

を整備するための能力を有している

こと。（開設指針別表第二第一号２） 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで

いる携帯電話事業において、基地局等

のベンダ選定、整備等の実績を有して

おり、また、今後の基地局等のベンダ

選定、整備等の合理的かつ具体的な計

画を有していることから、円滑に特定

基地局を整備するための能力を有して

いると認められる。 

・全国的な携帯電話事業を営んでおり、

当該携帯電話事業において基地局等

の全国的な整備の確保の実績がある

こと 

・運用開始の予定期日を見据えたLTE

の導入計画を有しており、当該導入

計画に従い、現時点においてLTEの基

地局のベンダを選定中であり、かつ、

陸上移動局のベンダの選定を計画中

であるとともに、コアネットワーク

のベンダを選定済であること 

・中継回線は、既存設備の拡張・増強

等により構築することとしているこ

と 

・設置場所は、既存の基地局への併設、

基地局の跡地の活用等により確保す

ることとしていること 

・基地局の設置に当たっては、これま
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でも住民との合意形成を実施してお

り、今後もこれまでの実績を活かし、

住民との合意形成を実施することと

していること 

・基地局整備に係る工事は、現在営ん

でいる携帯電話事業で実績のある工

事業者との関係を継続することとし

ていること 

電気通信設備の設置及び運用を円滑

に行うための技術的能力を有してい

ること。(開設指針別表第二第一号

３) 

適 申請者は、次のとおり、現在営んで

いる携帯電話事業において技術的な検

討、実験、標準化の活動、技術要員の

確保等の実績を有しており、また、今

後の電気通信設備の設置及び運用の合

理的かつ具体的な計画を有しているこ

とから、電気通信設備の設置及び運用

を円滑に行うための技術的能力を有し

ていると認められる。 

・平成22年１月からのLTEの実験につい

て、具体的な計画を有していること 

・ITU-Rや3GPPへ参画し、3.9世代移動

通信システム標準化に寄与している

こと 

・現在営んでいる携帯電話事業におい

て技術要員の確保の実績を有し、今

後1.2倍程度の要員増加を計画して

いること 

・電気通信主任技術者は、現在営んで

いる携帯電話事業の要員を活用する

こととしていること 

特定基地局の運用による電気通信事

業を確実に開始し、かつ、継続的に

運営するために必要な財務的基礎を

有していること。(開設指針別表第二

第一号４) 

適 

 

 

 

申請者は、次のとおり、設備投資等

に対して必要な資金を確保するための

合理的かつ具体的な計画を有している

ことから、特定基地局の運用による電

気通信事業を確実に開始し、かつ、継

続的に運営するために必要な財務的基

礎を有していると認められる。 

・特定基地局の整備に 1,315 億円の設

備投資（なお、LTEは 800MHz帯及び
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1.5GHz帯合計で 5,150億円）を計画

していること 

・毎年度の事業収支は、合理的かつ具

体的な計画に基づき、黒字となると

されていること 

・携帯電話事業に必要となる設備投資

資金等は、合理的かつ具体的な計画

に基づき、事業収益により確保する

こととしていること 

電気通信設備の保守及び管理体制並

びに障害時の対応体制を整備するこ

と。 (開設指針別表第二第一号５) 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業の保守及び管理体制並びに障害時

の対応要員を今後1.2倍程度に増加さ

せることを計画していることから、必

要な対応体制が整備されると認められ

る。 

関係法令の規定に基づき無線従事者

を適切に配置すること。（開設指針別

表第二第一号６） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において無線従事者を適切に配置

しており、その従事者を活用すること

としていることから、無線従事者を適

切に配置すると認められる。 

電波法、電気通信事業法その他の関

係法令を遵守するとともに利用者の

利益を確保して適切な方法により業

務を行う体制を整備すること。（開設

指針別表第二第一号７） 

適 申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、法令遵守、個人情報保

護等に関する内部規程の策定や内部委

員会の設置を行っており、また、顧客

への対応について現状の1.2倍程度の

要員増加を計画していることから、関

係法令を遵守するとともに利用者の利

益を確保して適切な方法により業務を

行う体制を整備すると認められる。 

混信等の防止 

既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための技術の導入について合

理的かつ具体的な計画を有している

こと。(開設指針別表第二第二号１） 

適 申請者は、3.9世代移動通信システム

に係る情報通信審議会の答申にのっと

り、サイトエンジニアリングの実施、

フィルタの挿入等により対応すること

を計画していることから、混信等を防

止するための技術の導入について合理

的かつ具体的な計画を有していると認

められる。 
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既設の無線局等の運用又は電波の監

視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための対策を適切に講ずるた

めの合理的かつ具体的な計画を有し

ていること。(開設指針別表第二第二

号２) 

適  申請者は、現在営んでいる携帯電話

事業において、干渉調整フローに基づ

き、適切な干渉対策を講じており、今

後も事前協議を行った上で、対策を講

ずることを計画していることから、混

信等を防止するための対策を適切に講

ずるための合理的かつ具体的な計画を

有していると認められる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電波の能率的な利用の確保 

開設計画の認定の日から５年以内

に、総合通信局の管轄区域ごとの3.9

世代移動通信システム等のカバー率

がすべて100分の50以上になるよう

に3.9世代移動通信システム等の基

地局等を配置するための合理的かつ

具体的な計画を有していること。(開

設指針別表第二第三号１) 

適 申請者は、総合通信局の管轄区域ご

との3.9世代移動通信システム等のカ

バー率がすべて100分の50以上になる

ように、平成23年11月にLTEの基地局の

運用を開始し、平成26年６月末までに

当該基地局を29,361局開設してカバー

率を96.5％（同年度末においても同数）

とする合理的かつ具体的な計画を有し

ていることから、適当と認められる。 

申請者に係る第３世代移動通信シス

テムを使用する電気通信業務を行う

ことを目的とする無線局の周波数に

係る電波の能率的な利用を確保する

ための合理的かつ具体的な計画を有

していること（開設指針第四項及び

別表第二第三号１に掲げる事項を除

く。）。(開設指針別表第二第三号２) 

適 申請者は、小セル化の実施等により

電波の能率的な利用に努めるととも

に、既存の携帯電話事業に係る基地局

等の増設についての具体的な計画や

3.5 世代移動通信システムのマルチキ

ャリア化技術の導入の計画を有してい

ることから、電波の能率的な利用を確

保するための合理的かつ具体的な計画

を有していると認められる。 

電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与 

第３世代移動通信システムに係る電

気通信業務を行うことを目的とする

無線局の免許又は開設計画の認定を

受けていない電気通信事業者による

第３世代移動通信システムの利用を

促進するための合理的かつ具体的な

計画を有していること。(開設指針別

表第二第四号１) 

適 申請者は、現在営んでいる第３世代

移動通信システムに係る電気通信業務

において MVNO のための一元的な窓口

の設置や卸標準プランの公表の実績を

有している。また、LTE についても卸

標準プランを公表し、MVNOによるサー

ビス提供が自社のサービス開始から遅

滞なく開始できるよう提供条件を整備

すること等を計画していることから、

MVNOによる第３世代移動通信システム
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の利用を促進するための合理的かつ具

体的な計画を有していると認められ

る。 

別表第二第四号１のほか、特定基地

局を開設して電気通信事業を行うこ

とが、電気通信事業の健全な発達と

円滑な運営に寄与すること。(開設指

針別表第二第四号２) 

適  申請者は、携帯電話におけるブロー

ドバンドサービスによる伝送速度の向

上を計画していること等から、特定基

地局を開設して電気通信事業を行うこ

とが、電気通信事業の健全な発達と円

滑な運営に寄与すると認められる。 

開設計画が確実に実施される見込みがあ

ること（法第二十七条の十三第四項第二

号） 

適  基地局の整備、資金の調達、体制の

整備等に係る計画の合理性、具体性等

から、開設計画が確実に実施される見

込みがあると認められる。 

開設計画に係る通信系に含まれるすべて

の特定基地局について、周波数の割当て

が可能であること（法第二十七条の十三

第四項第三号） 

適  申請者が周波数の使用を希望してい

る区域内や運用開始の予定期日以降に

おいて、1,475.9MHzを超え 1,485.9MHz

以 下 又 は 1,485.9MHz を 超 え

1,495.9MHz以下の周波数を使用して開

設する無線局はなく、周波数の割当て

は可能であると認められる。 
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3.9世代移動通信システムの導入のための 

特定基地局の開設に関する指針に規定する要件 
 

 

一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 

 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則第 49条の６の３、 

第 49条の６の４、第 49条の６の５、第 49条の６の９又は第 49条の６の 11に 

規定する技術基準に係る無線設備 (以下「第３世代移動通信システム」という。） 

を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第１号に規定す 

る周波数を使用するものとする。 

 

二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特

定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項 

１ 当該特定基地局に使用させることとする周波数は、１,475.9MHz を超え

１,510.9MHz以下及び１,844.9MHzを超え１,854.9MHz以下の周波数とする。 

２ 当該特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。

ただし、次の(1)又は(2)に掲げる期間において、当該(1)又は(2)に定める周

波数を使用する場合には、総務大臣が別に定める区域※を除く。 

 (1)  平成 21 年４月３日から平成 22 年３月 31 日まで 1,477 MHz を超え

1,487 MHz以下又は 1,491 MHzを超え 1,510.9 MHz以下の周波数 

 (2)  平成 22年４月１日から平成 26年３月 31日まで 1,503.35 MHzを超え

1,510.9 MHz以下の周波数 

 

※総務大臣が別に定める区域 

(1)平成 21年４月３日から平成 22年３月 31日まで 

周 波 数 区 域 

1,477MHzを超え 1,487MHz以下の周波数 

 

北海道総合通信局、東北総合通信局、

信越総合通信局、北陸総合通信局、

中国総合通信局、四国総合通信局、

九州総合通信局及び沖縄総合通信事

務所の管轄区域（長野県の区域を除

く。） 

1,491MHzを超え 1,501MHz以下の周波数 

 

関東総合通信局、信越総合通信局、

東海総合通信局及び近畿総合通信局

の管轄区域（新潟県の区域を除く。） 

1,501MHzを超え 1,510.9MHz以下の周波数 全国 

参考１ 
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(2)平成 22年４月１日から平成 26年３月 31日まで 

周 波 数 区 域 

1,503.35MHzを超え 1,510.9MHz以下の周波数 

 

北海道総合通信局、関東総合通信局、

東海総合通信局、近畿総合通信局、

中国総合通信局及び九州総合通信局

の管轄区域 

 

三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項 

当該特定基地局を配置する者は、開設計画の認定の日から５年以内に、総合

通信局の管轄区域ごとの当該特定基地局のカバー率がすべて百分の五十以上に

なるように当該特定基地局を配置しなければならない。 

 

四 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術 

の導入に関する事項 

小セル化、適応多値変調方式その他の電波の能率的な利用を確保するための

技術を用いなければならない。 

 

五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項 

 ２ 開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行われ

なければならない。ただし、地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設

指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を１の申請

とみなして、本開設指針の規定を適用する。 

(1)  申請することができる周波数の帯域幅は、10MHz又は 15MHzとする。 

(2)  開設計画の認定の申請に当たっては、無線局免許手続規則第四章に定

めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記

載しなければならない。 

 ３ 開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に

掲げる事項をすべて満たしている申請の数が１から４までの場合は当該申請

に対してするものとする。なお、当該認定に係る電波法第 27 条の 13 第３項

の規定により公示された期間内に提出された開設計画の認定の申請について

は、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。 

(1)  申請者が、本開設指針に係る２以上の開設計画の認定の申請を行って

いないこと。 

(2)  申請者が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っている法人

又は団体の役員（組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相
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当する者を含む。以下同じ。）ではないこと。 

(3)  申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員が本開設指針

に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。 

(4)  申請者が法人又は団体である場合にあっては、申請者が議決権の３分

の１以上を保有する者、申請者の議決権の３分の１以上を保有する者及

び申請者の議決権の３分の１以上を保有する者が議決権の３分の１以上

を保有する者（申請者を除く。）（申請者と地域ごとに連携する者を除く。）

が、本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行っていないこと。この

場合において、１の者が議決権の３分の１以上を保有する者が議決権の

３分の１以上を保有する者は申請者が議決権の３分の１以上を保有する

者と、１の者の議決権の３分の１以上を保有する者の議決権の３分の１

以上を保有する者は申請者の議決権の３分の１以上を保有する者とみな

す。 

 

別表第二 

一 開設計画の適切性、計画実施の確実性 

１ 広範な地域において電気通信役務を提供するための合理的かつ具体的な

特定基地局を配置する計画を有していること。 

２ 開設計画に従って円滑に特定基地局を整備するための能力を有している

こと。 

３ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力を有してい

ること。  

４ 特定基地局の運用による電気通信事業を確実に開始し、かつ、継続的に

運営するために必要な財務的基礎を有していること。 

５ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制を整備するこ

と。 

６ 関係法令の規定に基づき無線従事者を適切に配置すること。 

７ 電波法、電気通信事業法その他の関係法令を遵守するとともに利用者の

利益を確保して適切な方法により業務を行う体制を整備すること。 

 

二 混信等の防止 

１ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防

止するための技術の導入について合理的かつ具体的な計画を有しているこ

と。 

２ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信を防止するための

対策を適切に講ずるための合理的かつ具体的な計画を有していること。 
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三 電波の能率的な利用の確保 

  １ 開設計画の認定の日か５年以内に、総合通信局の管轄区域ごとの 3.9 世

代移動通信システム等のカバー率がすべて百分の五十以上になるように

3.9 世代移動通信システム等の基地局等を配置するための合理的かつ具体

的な計画を有していること。 

  ２ 申請者に係る第３世代移動通信システムを使用する電気通信業務を行う

ことを目的とする無線局の周波数に係る電波の能率的な利用を確保するた

めの合理的かつ具体的な計画を有していること。 

 

四 電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与 

１ 第３世代移動通信システムに係る電気通信業務を行うことを目的とする

無線局の免許又は開設計画の認定を受けていない電気通信事業者による第

３世代移動通信システムの利用を促進するためのより合理的かつ具体的な

計画を有していること。 

２ １のほか、特定基地局を開設して電気通信事業を行うことが、電気通信

事業の健全な発達と円滑な運営に寄与すること。 
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3.9 世代移動通信システムの導入のための 

特定基地局の開設に関する指針の概要 
 

 より高速・大容量のワイヤレスブロードバンド環境を実現するとともに、我が

国の国際競争力の強化を図る観点から、3.9 世代移動通信システムを導入するため、

次の方針により開設計画の認定を行う。 

 

(1) 1.5GHz帯及び 1.7GHz帯について、新規参入希望者・既存事業者を問わず、

最大４者に対して、10MHz又は 15MHzを割り当てる。 

(2) 認定の日から５年以内に、割当周波数帯において、各総合通信局（沖縄総

合通信事務所を含む。以下同じ。）の管轄区域内の 3.9 世代移動通信システ

ム等のカバー率（3.9世代移動通信システム（注１）に加え、3.5 世代移動通信

システムの高度化システム（注２）によるサービス提供が可能な地域の人口の

割合）が 50%以上になる計画を有することを要件とする。 

(注１)100Mbps以上のワイヤレスブロードバンドを実現できるシステム 

(注２)40Mbps以上のワイヤレスブロードバンドを実現できるシステム 

(3) 様々な 3.9 世代移動通信システムの導入シナリオに柔軟に対応可能とす

るため、第３世代、3.5世代移動通信システムの使用も認める。 

①
10MHz

②
10MHz
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③
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④
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携帯電話

 

 

 

 

 

 
 

※東名阪等について、デジタル MCAの使用期限である平成 26年 3月末まで使用不可。  

 

参考２ 



 

 

                                     資料 ４ 

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                 平成２１年６月１０日  

 

 

 

放送普及基本計画の一部変更案について 

（平成２１年６月１０日 諮問第２５号） 

 

［コミュニティ放送に係る規定の整備］ 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （石田課長補佐、中島係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局地域放送課 

                         （上野係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８１０ 
 



 

 

 

 

放送普及基本計画の一部変更案について 

 

 

１ 改正の背景  

コミュニティ放送局は、市区町村の一部の区域において、生活情報、行政情報、

観光情報等の地域に密着した情報を提供するため、平成４年１月に制度化された超

短波放送局であり、空中線電力は原則として２０Ｗ以下で必要な放送エリアをカバ

ーできる必要最小限のものとしている。 

市町村合併により面積が拡大し、現在の空中線電力の上限値では市町村をカバー

するために十分でない場合には、中継局を設置することなどにより、カバー率の向

上を図るコミュニティ放送局も出てきているところである。 

しかし、放送を行おうとする地域の世帯カバー率の向上の技術的対応として空中

線電力を増加する方法以外にないような場合における例外的な空中線電力の措置

に関する要望が寄せられている。一方で、コミュニティ放送局は全国的に増え続け

ており、未開局の市区町村における新規開局機会の確保も必要と考えられる。 

このような要望等に応え、電波法関係審査基準において周辺の市区町村における

新規開局計画への影響がない等の空中線電力に関し例外的な措置を可能とする際

の審査基準を明確化することとしているが、例外的な措置を認めることとすると放

送普及基本計画において規定されている「放送をすることができる機会をできるだ

け多くの者に対し確保する」ことに支障を及ぼす懸念がある。 

したがって、放送普及基本計画において、コミュニティ放送の「空中線電力の値

を必要最小限のものとする」旨の規定を追加しようとするものである。 

 

２ 改正案の概要  

コミュニティ放送について、できるだけ多くの者に対し放送を行う機会を開放す

る手段として、「空中線電力の値を必要最小限のものとする」旨の規定を追加する。 

 

３ 施行期日  

 平成２１年７月 公布・施行（予定） 

諮問第２５号説明資料 



コミュニティ放送に係る規定の整備

改正の概要

≪空中線電力の例外的措置について≫

○ 空中線電力の例外的措置（２０Wを超える増力）を認める要件を規定 ・・・（電波法関係審査基準の改正にて措置）

(ｱ) 他の無線局に混信を与えないものであること
(ｲ) 世帯カバー率の向上の技術的方法として増力以外にない、あるいは増力が最適であると認められること
(ｳ) 周辺の市区町村の新規開局の計画並びに協会及び県域放送を行う一般放送事業者の中継局の設置計画に影響を与えないと認め

られること
(ｴ) 放送を行おうとする地域以外の地域における放送区域ができる限り小さくなるよう、最大限の措置を講じられていること

○ 放送普及基本計画において、コミュニティ放送について、できるだけ多くの者に対し放送を行う機会を開放する手段として、「空中線電
力の値を必要最小限のものとする」旨の規定を追加（特出し）する。

・・・（放送普及基本計画の改正（本諮問案件））

≪中継局の異周波数の使用について≫

○ 中継局について、親局と同一周波数を使用することが技術的に困難な場合等に限り、異周波数の使用を認めることを規定

・・・（電波法関係審査基準の改正にて措置）

スケジュール

○ 答申受領後、放送普及基本計画を改正し、官報に掲載する。

1

参考

○ コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域において、生活情報、行政情報、観光情報等の地域に密着した情報を提供するため、

平成４年に制度化された超短波（ＦＭ）放送局であり、４５都道府県で２２７局（平成２１年３月）が開局。（※１）

※１ 地域によりＦＭ放送用の周波数が逼迫してきており、東京２３区や大阪市等においては、既に新規開局が困難

○ コミュニティ放送は、放送区域及び空中線電力を原則として２０Ｗ以下に限定する代わりに（※２）、簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で

開局を可能とする等の特徴がある。 ※２ 放送区域は概ね半径５㎞程度

コミュニティ放送の概要
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注２ 平成２１年３月までに１２事業者が廃止。

凡 例

累積事業者数

平成４年度以降、数次の規制緩和や大規模災害の発生等に併せて、順調に普及。

一方で、コミュニティＦＭ放送は全国の市区町村で約２２０局しか設置されておらず、近年、小規模な自治体も含め、全国的

に急速に増加しており、現在も１００局弱の開局相談を受けているところ。

2

コミュニティ放送局の増加状況について



 

 

                                      資料 ５  

             

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                               平成２１年６月１０日  

 

 

 

特別衛星放送に係る委託放送業務の認定について 

（平成２１年６月１０日 諮問第２６号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （石田課長補佐、中島係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  諮問内容について 

                   総務省情報流通行政局衛星放送課 

                         （井田課長補佐、田中係長、松元係長） 

                         電話：０３－５２５３－５７９９ 
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特別衛星放送に係る委託放送業務の認定について 
 

 

１ 申請受付 

 

   総務省は、平成２１年２月２４日から同年３月２３日までの間、特別衛

星放送に係る委託放送業務の申請を受け付けた（申請概要は別紙１のとお

り。）。 

 

２ 審査 

 

 (1) 放送大学学園 

   放送大学学園については、放送法第５２条の１３第１項第１号から第５

号（イからハまでを除く。）まで、放送法施行規則第１７条の８及び放送

法関係審査基準（平成１３年総務省訓令第６８号。以下「審査基準」とい

う。）第６条の規定に適合するものと認められた。 

 

 (2) 一般放送事業者 

   一般放送事業者については、放送法第５２条の１３第１項第１号から第

５号まで、放送法施行規則第１７条の８並びに審査基準第６条及び第７条

の規定に基づき審査を行い、別紙２及び別紙３のとおり認定及び認定拒否

を行うことが適当であると認められた。 

諮問第２６号説明資料 
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別紙２ 

認定することが適当と認められた申請（９者・ＨＤＴＶ１２番組等） 

 

申請者名 
認定に係る番組及び 

スロット数 

使用する 

周波数 

放送大学学園 

（理事長 御手洗 康） 

高精細度テレビジョン放送１番組 

超短波放送１番組 

１６スロット 

ＢＳ放送第１１チャンネル 

株式会社スター・チャンネル 

（代表取締役会長 植村 伴次郎） 

高精細度テレビジョン放送２番組 

２６スロット 

ＢＳ放送第７チャンネル 

株式会社アニマックスブロードキャス

ト・ジャパン 

（代表取締役社長 滝山 正夫） 

高精細度テレビジョン放送１番組 

１６スロット 

ＢＳ放送第７チャンネル 

株式会社ＷＯＷＯＷ 

（代表取締役社長 和崎 信哉） 

高精細度テレビジョン放送２番組 

４８スロット 

ＢＳ放送第５チャンネル 

財団法人競馬・農林水産情報衛星通信

機構 

（理事長 山﨑 毅紀） 

高精細度テレビジョン放送１番組 

１６スロット 

ＢＳ放送第１９チャンネル 

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロード

キャスティング 

（代表取締役社長 鷹羽 正好） 

高精細度テレビジョン放送２番組 

３２スロット 

ＢＳ放送第１９チャンネル 

株式会社ビーエスＦＯＸ 

（代表取締役社長 小泉 喜嗣） 

高精細度テレビジョン放送１番組 

１６スロット 

ＢＳ放送第１１チャンネル 

株式会社キッズステーション 

（代表取締役社長 内田 康幸） 

高精細度テレビジョン放送１番組 

２４スロット 

東経１１０度ＣＳ放送 

ＮＤ８チャンネル 

マルチチャンネルエンターテイメント

株式会社 

（代表取締役社長 新巻 康彦） 

高精細度テレビジョン放送１番組 

１６スロット 

ＢＳ放送第１１チャンネル 

注１ 申請受付順に記載。 

注２ 番組欄については主たる番組のみを掲載。 

注３ 複数番組について認定を受ける者に係るスロット数は合計スロット数を記載。 

注４ 株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングについては高精細度テレビジョン放送３番

組について申請があったところ、２番組について認定し、１番組については認定を拒否することが適

当であると認められた。 

注５ 株式会社ビーエスＦＯＸについては、ＢＳ放送用周波数及び東経１１０度ＣＳ放送用周波数のそ

れぞれについて異なる放送番組の認定申請があったところ、ＢＳ放送用周波数に係る申請のみ認定し、

東経１１０度ＣＳ放送用周波数に係る申請については認定を拒否することが適当であると認められた。 
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別紙３ 

認定を拒否することが適当であると認められた申請（２１者・ＨＤＴＶ２１番組等） 

 

申請者名 認定拒否に係る番組 

株式会社衛星劇場 高精細度テレビジョン放送１番組 

東映衛星放送株式会社 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ミステリチャンネル 高精細度テレビジョン放送１番組 

日本映画衛星放送株式会社 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ビーエスＩＭＡＧＩＣＡ（設立中） 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ＩＭＡＧＩＣＡティーヴィ 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ミュージック・オン・ティーヴィ 高精細度テレビジョン放送１番組 

日活株式会社 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社釣りビジョン 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ 高精細度テレビジョン放送１番組 

ジュピターサテライト放送株式会社 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社シーエス・ワンテン 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ビーエスＦＯＸ 高精細度テレビジョン放送１番組 

ＢＳコリア株式会社(設立中) 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社ＱＶＣサテライト 高精細度テレビジョン放送１番組 

ＳＣサテライト放送株式会社 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社スペースシャワーネットワーク 高精細度テレビジョン放送１番組 

株式会社シー・ティ・ビー・エス 高精細度テレビジョン放送１番組 

ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社（設立中） 高精細度テレビジョン放送１番組 

ＢＢＣワールドワイドチャンネルズジャパン株式会社（設立中） 高精細度テレビジョン放送１番組 

 

注１ 申請受付順に記載。 

注２ 番組欄については主たる番組のみを掲載。 
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注３ 株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングについては高精細度テレビジョン放送３番

組について申請があったところ、２番組について認定し、残る１番組については認定を拒否すること

が適当であると認められた。 

注４ 株式会社ビーエスＦＯＸについては、ＢＳ放送用周波数及び東経１１０度ＣＳ放送用周波数のそ

れぞれについて異なる放送番組の認定申請があったところ、ＢＳ放送用周波数に係る申請のみ認定し、

東経１１０度ＣＳ放送用周波数に係る申請については認定を拒否することが適当であると認められた。 
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社

長
代

表
取

締
役

会
長

代
表

取
締

役
社

長
代

表
取

締
役

社
長

代
表

取
締

役
社

長
代

表
取

締
役

社
長

代
表

取
締

役
社

長
久

松
　

猛
朗

植
村

　
伴

次
郎

福
原

　
英

行
滝

山
　

正
夫

滝
山

　
正

夫
和

崎
　

信
哉

杉
田

　
成

道

松
竹

株
式

会
社

 :
 1

0
0
%

伊
藤

忠
商

事
株

式
会

社
 :
 2

5
.0

%

株
式

会
社

東
北

新
社

 :
 2

5
.0

%

ニ
ュ

ー
ズ

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

ジ
ャ

パ
ン

株
式

会
社

 :
 2

5
.0

%

ソ
ニ

ー
株

式
会

社
 :
 2

5
.0

%

東
映

株
式

会
社

 :
 3

3
.3

%

東
映

ビ
デ

オ
株

式
会

社
 :
 2

3
.3

%

東
映

ラ
ボ

・
テ

ッ
ク

株
式

会
社

 :
1
6
.7

%

東
映

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
株

式
会

社
 :

1
6
.7

%

株
式

会
社

ソ
ニ

ー
・
ピ

ク
チ

ャ
ー

ズ
エ

ン
タ

テ
イ

ン
メ

ン
ト

 :
 6

6
.0

%

株
式

会
社

ト
ム

ス
・
エ

ン
タ

テ
イ

ン
メ

ン
ト

 :
 8

.5
%

東
映

ア
ニ

メ
ー

シ
ョ

ン
株

式
会

社
 :

8
.5

%

株
式

会
社

サ
ン

ラ
イ

ズ
 :
 8

.5
%

株
式

会
社

日
本

ア
ド

シ
ス

テ
ム

ズ
: 
8
.5

%

株
式

会
社

ソ
ニ

ー
・
ピ

ク
チ

ャ
ー

ズ
エ

ン
タ

テ
イ

ン
メ

ン
ト

 :
 1

0
0
%

株
式

会
社

フ
ジ

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

 :
9
.9

6
%

株
式

会
社

東
京

放
送

 :
 9

.6
9
%

日
本

テ
レ

ビ
放

送
網

株
式

会
社

 :
9
.0

7
%

株
式

会
社

フ
ジ

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

 :
3
0
.0

%

株
式

会
社

ソ
ニ

ー
放

送
メ

デ
ィ

ア
 :

1
5
.0

%

ブ
ロ

ー
ド

メ
デ

ィ
ア

株
式

会
社

 :
1
5
.0

%

東
宝

株
式

会
社

 :
 1

5
.0

%

株
式

会
社

角
川

映
画

 :
 1

5
.0

%

○
○

○
②

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
8
 ス

ロ
ッ

ト
)

○
○

○
①

(2
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(4
8
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

③

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

H
D

T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 2
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 2
番

組
H

D
T
V

 1
番

組

有
料

放
送

を
含

む
放

送
○

○
○

○
○

○
○

有
料

放
送

を
含

む
放

送
以

外
の

放
送

「
衛

星
劇

場
」
(A

)又
は

「
ホ

ー
ム

ド
ラ

マ
チ

ャ
ン

ネ
ル

」
(B

)を
希

望
。

「
ス

タ
ー

・
チ

ャ
ン

ネ
ル

 プ
ラ

ス
」

(A
)及

び
「
ス

タ
ー

・
チ

ャ
ン

ネ
ル

 ク
ラ

シ
ッ

ク
」
(A

)を
希

望
。

「
東

映
チ

ャ
ン

ネ
ル

」
(A

)を
希

望
。

「
ア

ニ
マ

ッ
ク

ス
」
(A

)を
希

望
。

「
ミ

ス
テ

リ
チ

ャ
ン

ネ
ル

」
(B

)を
希

望
。

新
規

番
組

２
番

組
を

希
望

。
「
時

代
劇

専
門

チ
ャ

ン
ネ

ル
」
(A

)
を

希
望

。

受
付

順
序

申
請

者
名

代
表

者
名

番
組

数

有
料

放
送

/
無

料
放

送

番
組

概
要

出
資

者
及

び
議

決
権

比
率

希
望

周
波

数
及

び
ス

ロ
ッ

ト
数

東
経

1
1
0
度

C
S
放

送
N

D
8

チ
ャ

ン
ネ

ル

B
S
放

送
第

5
,第

7
,第

1
1
チ

ャ
ン

ネ
ル

B
S
放

送
第

1
9
チ

ャ
ン

ネ
ル

(A
)

特
別

衛
星

放
送

に
お

け
る

既
存

の
放

送
番

組
の

画
質

の
向

上
等

を
目

的
と

す
る

も
の

(B
)

一
般

衛
星

放
送

等
に

お
け

る
既

存
の

放
送

番
組

を
新

た
に

特
別

衛
星

放
送

に
お

い
て

も
放

送
す

る
こ

と
を

目

的
と

す
る

も
の

申
請

概
要

（別紙1）

別紙1 - 1



有
料

放
送

を
含

む
放

送

有
料

放
送

を
含

む
放

送
以

外
の

放
送

受
付

順
序

申
請

者
名

代
表

者
名

番
組

数

有
料

放
送

/
無

料
放

送

番
組

概
要

出
資

者
及

び
議

決
権

比
率

希
望

周
波

数
及

び
ス

ロ
ッ

ト
数

東
経

1
1
0
度

C
S
放

送
N

D
8

チ
ャ

ン
ネ

ル

B
S
放

送
第

5
,第

7
,第

1
1
チ

ャ
ン

ネ
ル

B
S
放

送
第

1
9
チ

ャ
ン

ネ
ル

(A
)

特
別

衛
星

放
送

に
お

け
る

既
存

の
放

送
番

組
の

画
質

の
向

上
等

を
目

的
と

す
る

も
の

(B
)

一
般

衛
星

放
送

等
に

お
け

る
既

存
の

放
送

番
組

を
新

た
に

特
別

衛
星

放
送

に
お

い
て

も
放

送
す

る
こ

と
を

目

的
と

す
る

も
の

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

財
団

法
人

競
馬

・
農

林
水

産
情

報
衛

星
通

信
機

構
株

式
会

社
ビ

ー
エ

ス
IM

A
G

IC
A

（
設

立
中

）
株

式
会

社
IM

A
G

IC
A

テ
ィ

ー
ヴ

ィ
株

式
会

社
ミ

ュ
ー

ジ
ッ

ク
・
オ

ン
・

テ
ィ

ー
ヴ

ィ
日

活
株

式
会

社
株

式
会

社
釣

り
ビ

ジ
ョ

ン
株

式
会

社
ジ

ャ
パ

ン
イ

メ
ー

ジ
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ズ

理
事

長
発

起
人

代
表

取
締

役
社

長
代

表
取

締
役

社
長

代
表

取
締

役
社

長
代

表
取

締
役

社
長

代
表

取
締

役
社

長
山

﨑
　

毅
紀

株
式

会
社

IM
A

G
IC

A
テ

ィ
ー

ヴ
ィ

代
表

取
締

役
星

　
正

人

星
　

正
人

御
領

　
博

佐
藤

　
直

樹
有

澤
　

僚
中

山
　

潤
三

－
株

式
会

社
IM

A
G

IC
A

テ
ィ

ー
ヴ

ィ
 :

1
0
0
%

株
式

会
社

イ
マ

ジ
カ

・
ロ

ボ
ッ

ト
ホ

ー
ル

デ
ィ

ン
グ

ス
 :
 1

0
0
%

株
式

会
社

ソ
ニ

ー
・
ミ

ュ
ー

ジ
ッ

ク
エ

ン
タ

テ
イ

ン
メ

ン
ト

 :
 6

6
.7

%

株
式

会
社

ソ
ニ

ー
・
放

送
メ

デ
ィ

ア
: 
3
3
.3

%

日
本

テ
レ

ビ
放

送
網

株
式

会
社

 :
3
4
.0

%

株
式

会
社

イ
ン

デ
ッ

ク
ス

・
ホ

ー
ル

デ
ィ

ン
グ

ス
 :
 2

3
.4

%

ス
カ

パ
ー

J
S
A

T
株

式
会

社
 :

1
6
.8

%

ブ
ロ

ー
ド

メ
デ

ィ
ア

株
式

会
社

 :
5
7
.9

%

株
式

会
社

光
通

信
 :
 2

8
.1

%

株
式

会
社

シ
マ

ノ
 :
 1

1
.7

%

セ
コ

ム
株

式
会

社
 :
 9

5
.5

4
%

①
○

○
①

①

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

②
○

○
②

②

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

③
③

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

H
D

T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
S
D

T
V

 1
番

組

○
○

○
○

○
○

○

「
グ

リ
ー

ン
チ

ャ
ン

ネ
ル

」
(B

)を
希

望
。

新
規

番
組

１
番

組
を

希
望

。
「
洋

画
★

シ
ネ

フ
ィ

ル
・
イ

マ
ジ

カ
」

(A
)を

希
望

。
「
M

U
S
IC

 O
N

! 
T
V

」
(A

)及
び

「
ア

ジ
ア

ド
ラ

マ
チ

ッ
ク

T
V

★
S
o
-
n
e
t」

(B
)(

S
D

)を
希

望
。

「
チ

ャ
ン

ネ
ル

N
E
C

O
」
(A

)を
希

望
。

「
釣

り
ビ

ジ
ョ

ン
」
(B

)を
希

望
「
M

O
N

D
O

2
1
」
(B

)を
希

望

別紙1 - 2



有
料

放
送

を
含

む
放

送

有
料

放
送

を
含

む
放

送
以

外
の

放
送

受
付

順
序

申
請

者
名

代
表

者
名

番
組

数

有
料

放
送

/
無

料
放

送

番
組

概
要

出
資

者
及

び
議

決
権

比
率

希
望

周
波

数
及

び
ス

ロ
ッ

ト
数

東
経

1
1
0
度

C
S
放

送
N

D
8

チ
ャ

ン
ネ

ル

B
S
放

送
第

5
,第

7
,第

1
1
チ

ャ
ン

ネ
ル

B
S
放

送
第

1
9
チ

ャ
ン

ネ
ル

(A
)

特
別

衛
星

放
送

に
お

け
る

既
存

の
放

送
番

組
の

画
質

の
向

上
等

を
目

的
と

す
る

も
の

(B
)

一
般

衛
星

放
送

等
に

お
け

る
既

存
の

放
送

番
組

を
新

た
に

特
別

衛
星

放
送

に
お

い
て

も
放

送
す

る
こ

と
を

目

的
と

す
る

も
の

1
5

1
6

1
7

1
9

2
0

2
1

ジ
ュ

ピ
タ

ー
サ

テ
ラ

イ
ト

放
送

株
式

会
社

株
式

会
社

シ
ー

エ
ス

・
ワ

ン
テ

ン
株

式
会

社
ジ

ェ
イ

・
ス

ポ
ー

ツ
・
ブ

ロ
ー

ド
キ

ャ
ス

テ
ィ

ン
グ

Ｂ
Ｓ

コ
リ

ア
株

式
会

社
（
設

立
中

）
株

式
会

社
Q

V
C

サ
テ

ラ
イ

ト
S
C

サ
テ

ラ
イ

ト
放

送
株

式
会

社

代
表

取
締

役
社

長
代

表
取

締
役

社
長

代
表

取
締

役
社

長
発

起
人

代
表

取
締

役
社

長
代

表
取

締
役

社
長

竹
岡

　
哲

朗
浅

地
　

泰
裕

鷹
羽

　
正

好
K
N

T
V

株
式

会
社

代
表

取
締

役
社

長
小

川
　

義
章

佐
々

木
　

迅
須

田
　

真
司

株
式

会
社

ジ
ュ

ピ
タ

ー
テ

レ
コ

ム
 :

5
0
.0

%

S
C

メ
デ

ィ
ア

コ
ム

株
式

会
社

 :
5
0
.0

%

株
式

会
社

テ
レ

ビ
朝

日
 :
 3

3
.0

%

株
式

会
社

日
立

製
作

所
 :
 1

6
.0

%

株
式

会
社

日
本

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

 :
 1

2
.0

%

株
式

会
社

衛
星

チ
ャ

ン
ネ

ル
 :

1
2
.0

%

有
限

会
社

ジ
ュ

ピ
タ

ー
ス

ポ
ー

ツ
 :

3
3
.4

%

伊
藤

忠
商

事
株

式
会

社
 :
 1

5
.1

%

ス
カ

パ
ー

J
S
A

T
株

式
会

社
 :

1
5
.0

%

K
N

T
V

株
式

会
社

 :
 1

0
0
%

株
式

会
社

Q
V

C
ジ

ャ
パ

ン
 :
 1

0
0
%

S
C

メ
デ

ィ
ア

コ
ム

株
式

会
社

 :
9
3
.7

2
%

第
一

委
託

業
務

第
二

委
託

業
務

○
○

○

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

(2
4
 ス

ロ
ッ

ト
)

①
①

①
①

②

(4
8
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

②
②

②
②

①

(4
8
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

(1
6
 ス

ロ
ッ

ト
)

H
D

T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 3
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
H

D
T
V

 1
番

組
S
D

T
V

 1
番

組
S
D

T
V

 1
番

組

○
○

○
○

○
○

○
○

「
デ

ィ
ス

カ
バ

リ
ー

チ
ャ

ン
ネ

ル
」

(A
)及

び
「
ア

ニ
マ

ル
プ

ラ
ネ

ッ
ト

」
(A

)(
S
D

)を
希

望
。

「
テ

レ
朝

チ
ャ

ン
ネ

ル
」
(A

)及
び

「
ザ

・
ゴ

ル
フ

チ
ャ

ン
ネ

ル
」

(A
)(

S
D

)を
希

望
。

「
J
 s

po
rt

s 
1
」
(A

)、
「
J
 s

po
rt

s 
2
」

(A
)及

び
「
J
 s

po
rt

s 
E
S
P

N
」
(A

)
を

希
望

。

新
規

番
組

1
番

組
を

希
望

。
「
F
O

X
」
(A

)及
び

「
F
O

X
ラ

イ
フ

」
(B

)の
混

合
編

成
を

希
望

。

「
K
N

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

」
(B

)を
希

望
。

「
Q

V
C

（
キ

ュ
ー

・
ヴ

ィ
ー

・
シ

ー
）
」

(A
)を

希
望

。
「
シ

ョ
ッ

プ
チ

ャ
ン

ネ
ル

」
(A

)を
希

望
。

1
8

株
式

会
社

ビ
ー

エ
ス

Ｆ
Ｏ

Ｘ

代
表

取
締

役
社

長
小

泉
　

喜
嗣

F
O

X
イ

ン
タ

ー
ナ

シ
ョ

ナ
ル

・
チ

ャ
ン

ネ
ル

ズ
株

式
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注
１
 
申
請

受
付

順
に

記
載

。
 

注
２
 
出
資
者
及
び
議
決
権
比
率
の
欄

に
つ
い
て
は
上
位
３
位
ま
で
掲
載
。
た
だ
し
、
議
決
権
比
率
が
５
％
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
掲
載
を
省
略
。
 

注
３
 
希
望
周
波
数
及
び
ス
ロ
ッ
ト
数

の
欄
に
お
い
て
、「

①
」
、
「
②
」
又
は
「
③
」
と
あ
る
の
は
、
周

波
数
の
希
望
順
位
を
表
す
。
 

注
４
 
番
組
数
の
欄
は
主
た
る
編
成
に

つ
い
て
記
載
。（

例
：
い
わ
ゆ
る
マ
ル
チ
編
成
に
よ
る
申
請
の
場

合
に
は
、
主
た
る
編
成
の
時
間
帯
に
お
け
る
番
組
の
み
を

掲
載
。）

 

注
５
 
番
組
概
要
の
欄
に
お
い
て
、（

S
D）

の
記
載
が
な
い
テ
レ
ビ
番
組
は

HD
T
V
で
あ
る
。
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                                     資料 ６ 

 

電波監理審議会会長会見用資料                  

 

                                   平成２１年６月１０日

  

 

 

 

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る 
異議申立ての付議について 

（平成２１年６月１０日 付議第５号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （連絡先） 

                  電波監理審議会について 

                   総務省総合通信基盤局総務課 

                         （石田課長補佐、中島係長） 

                         電話：０３－５２５３－５８２９ 

                  付議内容について 

                   総務省総合通信基盤局電波環境課 

                         （山田電波監視官、元村係長） 

                         電話：０３－５２５３－５９０５ 
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付議第５号説明資料 

 

広帯域電力線搬送通信設備の型式指定処分に係る 

異議申立ての付議について 

 

１ 異議申立年月日 

  平成 21年５月 13 日 

 

２ 異議申立人 

  アマチュア無線家ら 115名 

 

３ 異議申立てに係る処分 

  平成 21年３月 17 日に官報告示（総務省告示第 135号）した広帯域電力線搬送通

信設備の型式指定処分 

 

○ 平成 21 年３月 17日付け総務省告示第 135号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

株式会社コレガ 

ＣＧ－ＰＬＣＨＤ04ＧＲ 

第ＡＴ－08012 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

ＮＥＣエンジニアリング株式会社 

Ｅ21－04686 

第ＡＴ－09001 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

株式会社バッファロー 

ＰＬ２－ＵＰＡ－Ｌ１ 

第ＣＴ－08001 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

パナソニック電工株式会社 

ＤＨＤ0100 

第ＥＴ－09001 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 

ＰＬ－ＬＳ11 

第ＨＴ－08005 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 

ＰＬ－ＬＳ14 

第ＨＴ－08006 号 

・ 製造業者等の氏名又は名称 

型式名 

指定番号 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 

ＢＬ－ＰＡ304 

第ＨＴ－08007 号 
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４ 異議申立ての趣旨及び理由 

  広帯域電力線搬送通信設備が２ＭＨｚ～30ＭＨｚの周波数を利用することに伴

い、これまで同周波数を使用してアマチュア無線を行ってきた申立人らが、広帯域

電力線搬送通信設備による混信や電波妨害等によってアマチュア無線を使用でき

なくなるおそれが極めて高くなったとして、同周波数を使用する広帯域電力線搬送

通信設備について、平成 21 年３月 17日に官報に告示した型式指定処分の取消しを

求めるもの。 

 

５ 備考 

  今回の異議申立てには、証拠説明書及び書証一式は添付されていない。 

 

注：「型式指定処分」 

  広帯域電力線搬送通信設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣

の許可を受けなければならないこととされている（電波法第 100 条第１項第１号）

が、その型式について総務大臣の指定を受けた設備については、当該許可を受ける

ことなく設置することができる（電波法第 100 条第１項第１号かっこ書き及び電波

法施行規則第 44 条第１項第１号（１））。 
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（参照条文） 

 

○ 電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

 （電波監理審議会への付議） 

第八十五条 第八十三条の異議申立てがあつたときは、総務大臣は、その異議申立

てを却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければ

ならない。 

 

 （高周波利用設備） 

第百条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許

可を受けなければならない。 

 一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設

備（ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信

設備を除く。） 

 

○ 電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 14号） 

（通信設備） 

第四十四条 法第百条第一項第一号の規定による許可を要しない通信設備は、次に

掲げるものとする。 

一 電力線搬送通信設備(電力線に一〇ｋＨｚ以上の高周波電流を重畳して通信

を行う設備をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げるもの 

(1) 定格電圧一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ又は

六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用するものであつて、その型式に

ついて総務大臣の指定を受けたもの 

２ 前項第一号の(1)の総務大臣の指定は次に掲げる区分ごとに行う。 

二 屋内において、２ＭＨｚから３０ＭＨｚまでの周波数の搬送波により信号を

送信し、及び受信する電力線搬送通信設備（以下「広帯域電力線搬送通信設備」

という。） 
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